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「緊急事態宣言」延長を踏まえた部活動の取扱いについて 
 

平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき，ありがとうございます。 

京都府・大阪府・兵庫県等に対して，４月２５日（日）から５月１１日（火）までを期間とする「緊急事態宣言」

が，令和３年５月３１日（月）まで延長されました。このことを受けて部活動についても引き続き，緊急事態宣言

期間中の全ての部活動が原則中止となります。本校におきましても，更に，感染拡大防止に万全を期しながら

教育活動に取り組んで参りますので，各家庭におかれては，お子様をはじめ，ご家族の体調・健康管理の徹

底，保健衛生意識の向上と実践に引き続き取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


